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２０．安全管理 
 

 交通安全管理 
 

工事施工中の交通保安対策については、当該道路管理者及び所轄警察署長の施工条件及び指

示に基づき適切に交通保安を施行し、かつ、通行者等の事故防止に努める対策を講じること。 

 

＜解 説＞ 

１．工事標識の設置基準は、次によること。 

なお、この基準に規定されていない事項であっても、現場の状況を勘案し、適切な処置を施

すこと。 

（１）工事を夜間に行う場合は、注意灯（赤色灯又は黄色灯）及び照明灯を必ず設置すること。 

（２）バリケード及び標柱は、状況に応じて併設すること。 
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  表２０－１ 工事標識の種類と設置基準 
 

 種     類 設 置 基 準  

標

示

施

設 

工 事 標 識 

工事区間の起終点様式１、様式２及び様式３に示す標識板を設置する。 水 道 工 事 中 

お 願 い 

夜 間 又 は 昼 夜 間 夜間又は昼夜兼業作業を行う場合は、(様式２)上に設置する。(様式４) 

道路使用・占用許可  

本

標

識 

まわり道（案内） まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端（様式６） 

工 事 中 （ 警 戒 ） 
道路における工事中又は作業中である区間の両面及び場所内の必要な地点

における左側の路端（様式７） 

徐 行 （ 規 制 ） 
車両が徐行すべきことを指定する道路の区間及び場所内の必要な地点におけ

る左側の路端（様式８） 

補
助
標
識 

注 意 
工事現場手前１００メートルの位置に道路標識「注意」に補助板を付して設

置する（様式９）。 

歩 行 者 専 用 歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端（様式１０） 

防
護
施
設 

保 安 柵 

注 意 灯 

標 柱 

車両等の侵入を防ぐ必要のある工事箇所には、両面にバリケードを設置し、

交通に対する危険の程度に応じて赤ランプ、標柱等を用いて工事現場を囲う

ものとする。（様式１１～１８） 

 
 

２．工事現場防護施設の設置方法は、次によることを標準とする。 

（１）道路片側部を施工する場合 
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（２）車道の一部分を施工する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）道路横断で施工する場合 

ア 横断１回目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 横断２回目 
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３．片側交互通行現場の安全対策 

（１）工事現場での交通事故を防止するため、片側交互通行現場の存在を事前に運転者に知らせ

る「予告看板」を設置すること。 

（２）予告看板（様式１７）は、標示施設と重複しないよう設置すること。 

（３）工事現場に公安委員会の委任信号機を設置する場合又は交通誘導員を配置する場合におい

ても予告看板を設置すること。 
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４．工事標識の規格 

標示施設、本標識、補助標識及び防護施設の規格は下記によること。 

（１）標示施設（単位 ㎝） 

ア 標示施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 現場の状況に応じて様式１を２に代え

ることができるものとする 。 

この場合様式１の工事名、工事規模を

記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北広島市 

水道部○○課 

工事名 

工事規模 

 

工事期間・ 

 

施工者 ○○建設株式会社 

    代表者名 

  ＴＥＬ 

ＴＥＬ 

自 平成  年  月  日 

 

至 平成  年  月  日 

工 事 標 識 
水 道 工 事 中 
 

 

 

区間        延長○m 

 

期間  月  日～  月  日 

 

施工 ○○建設株式会社 

   ＴＥＬ 

  ＴＥＬ 

○○町○丁目 

○○町○丁目 

北広島市 

水道部○○課 

(電話)  
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  (運用) 

     給水装置工事において、中通り等交通量の少ない場所で小規模な工事の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （注）１．色彩は、「水道工事中」を赤色、その他の文字、線を青色、地を白色とする。 

          ２．線の余白は２㎝、線の太さは１㎝、区画線の太さは、０．５㎝とする。 

          ３．反射式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ ○ ○ 

工 事 中 

北広島市 

水道部○○課 

(電話) 

施工者 

○○株式会社 

(電話) 
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イ 本 標 識 
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ウ 補 助 標 識 
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エ 防 護 施 設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 140 - 

 

 


